
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
平

成
27
年
度
は
10
月
9
日(

金)

白
石
市

の
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
に
て
，
発
達
障

害
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
予
定
と
な
っ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て 

“
障
害
”
に

対
す
る
知
識
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
障
害
者
に
対
し
て
周
囲
が
抵
抗
を

感
じ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
ま
だ
ま
だ
み
ら

れ
る
よ
う
で
す
。

“
障
害
”
に
対
し
抵
抗
を
感
じ
て
い

る
環
境
で
は
、
障
害
者
雇
用
の
在
り
方

を
考
え
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ

う
。
ま
ず
は
周
囲
の
“
障
害
”
に
つ
い

て
の
正
し
い
理
解
が
必
要
で
す
。
雇
用

す
る
側
の
企
業
や
福
祉
関
係
機
関
、
支

え
る
家
族
な
ど
、
障
害
を
持
つ
方
を
取

り
巻
く
周
囲
の
“
障
害
”
へ
の
十
分
な

基
礎
理
解
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
セ

ミ
ナ
ー
の
開
催
と
い
っ
た
取
り
組
み

で
、
地
道
に
周
知
活
動
を
行
っ
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

 県
内
の
障
害
者
就
業
支
援
の

ス
キ
ル
向
上
を
目
指
し
て

―
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
―

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

は
宮
城
県
内
各
地
域
、
各
圏
域
ご
と
に

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

県
南
障
害
者
就
業
・

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

「
コ
ノ
コ
ノ
」
の
概
要

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ

ー
は
県
内
の
各
地
域
に
設
置
さ
れ
、
県

南
地
域
を
担
当
す
る
県
南
障
害
者
就

業・生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
コ
ノ
コ
ノ
」

(

以
下
、「
コ
ノ
コ
ノ
」)

で
は
、
県
南

地
域
の
白
石
市
・
角
田
市
・
七
ヶ
宿
町
・

蔵
王
町
・
大
河
原
町
・
柴
田
町
・
村

田
町
・
川
崎
町
・
丸
森
町
の
２
市
７

町
に
お
住
ま
い
の
知
的
・
精
神
・
身

体
い
ず
れ
か
の
障
害
を
持
つ
方
を
対

象
と
し
て
、
様
々
な
関
係
機
関
と
連

携
し
な
が
ら
、
就
業
に
係
る
悩
み
や

生
活
面
で
の
相
談
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。
現
在
「
コ
ノ
コ
ノ
」
で
は
、
約

３
０
０
名
の
方
が
利
用
登
録
を
し
て

お
り
、
最
近
の
利
用
傾
向
と
し
て
は
、

精
神
障
害
や
発
達
障
害
の
方
の
相
談

が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

個
人
の
特
性
や
希
望
に
応
じ
て
、
個

人
の
抱
え
る
課
題
の
整
理
や
、
関
係

機
関
に
繋
ぎ
就
業
ま
で
の
準
備(

実
習

な
ど
）
の
機
会
を
設
定
し
て
い
き
ま

す
。
例
え
ば
、就
業
面
で
の
支
援
で
は
、

職
場
実
習
の
実
施
や
必
要
に
応
じ
て

宮
城
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
が
行
う

職
業
評
価
の
実
施
な
ど
を
通
し
て
、
本

ー
が
行
う
支
援
に
お
い
て
、
障
害
者

の
就
業
に
関
す
る
就
業
に
結
び
付
け

る
こ
と
が
支
援
の
ゴ
ー
ル
で
は
な
い

と
い
い
ま
す
。
就
職
し
た
の
ち
も
、

就
業
に
関
す
る
こ
と
や
生
活
面
で
の

悩
み
・
課
題
が
生
じ
れ
ば
、
そ
の
都

度
介
入
し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な

が
ら
、
対
象
と
な
る
方
を
支
援
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
支
援
対
象

者
に
長
い
期
間
、
ゆ
っ
く
り
丁
寧
に

関
わ
っ
て
い
く
支
援
の
あ
り
方
が

「
コ
ノ
コ
ノ
」
と
い
う
セ
ン
タ
ー
名

に
表
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

「
コ
ノ
コ
ノ
」
就
業
支
援
員
の
山

谷
さ
ん
は
、「
障
害
者
就
業
・
生
活

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
18
歳
か
ら
65
歳

と
い
う
人
生
の
中
で
も
色
々
な
こ
と

が
起
き
る
と
て
も
重
要
な
部
分
に
携

わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と

お
話
し
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

人
生
の
重
要
な
期
間
に
、
深
く
長

期
的
に
関
わ
る
支
援
機
関
だ
か
ら
こ

そ
、「
コ
ノ
コ
ノ
」
と
い
う
セ
ン
タ

ー
名
の
よ
う
に
、
じ
っ
く
り
と
丁
寧

な
関
わ
り
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
必

要
な
の
で
し
ょ
う
。

（
宮
城
県
社
協　
取
材
）

人
の
得
意
な
こ
と
や

苦
手
な
こ
と
・
特
徴

を
踏
ま
え
な
が
ら
、

目
標
と
す
る
就
職
先

を
決
定
し
て
い
き
ま
す
。
無
事
、
就

業
に
結
び
つ
い
た
後
も
、
就
業
に
よ

り
発
生
し
た
給
料
の
金
銭
管
理
に
つ

い
て
の
問
題
な
ど
生
活
面
で
の
課
題

が
見
つ
か
れ
ば
、
介
入
し
支
援
に
入

っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

障
害
者
就
業・
生
活
支
援　

セ
ン
タ
ー
の
現
状

法
律
が
整
備
さ
れ
、
障
害
者
雇
用

促
進
対
策
が
進
む
昨
今
で
す
が
、
社

会
で
は
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ

ン
タ
ー
の
認
知
度
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ

ど
高
く
は
な
い
と
い
い
ま
す
。「
セ
ン

タ
ー
の
こ
と
や
障
害
の
こ
と
を
、
多

く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に

地
道
な
周
知
活
動
を
続
け
て
い
く
こ

と
が
大
切
な
ん
で
す
」
と
お
話
し
し

て
下
さ
っ
た
の
は
「
コ
ノ
コ
ノ
」
就

労
支
援
係
長
の
門
脇
さ
ん
。「
コ
ノ
コ

ノ
」
で
は
、
障
害
者
を
雇
用
す
る
側

の
企
業
や
施
設
、
障
害
者
を
支
え
る

家
族
な
ど
、
障
害
者
の
就
労
支
援
に

関
わ
る
方
々
を
幅
広
く
対
象
と
し
、
年

に
一
度
、
障
害
理
解
を
深
め
る
た
め

地
域
に
よ
っ
て
社
会
資
源
や
、
地
域

の
実
状
は
異
な
る
と
い
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
障
害
者
の
就
業
に
関
わ
る
人

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
向
け
た
、

「
宮
城
就
業
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の

設
立
総
会
が
平
成
27
年
６
月
に
開
催

予
定
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
県
内
の

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
、

仙
台
の
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
が
中
心

と
な
り
、
障
害
者
の
就
業
・
雇
用
に

関
わ
る
企
業
や
、
福
祉
、
医
療
、
教

育
な
ど
の
分
野
か
ら
関
係
者
同
士
の

“
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
”
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地

域
に
よ
っ
て
、
障
害
者
雇
用
を
取
り

巻
く
現
状
の
課
題
は
異
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
地
域
全
体
を
同

じ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
中

で
課
題
を
解
決
す
る
ス
キ
ル
や
県
内

全
体
の
支
援
の
ス
キ
ル
を
向
上
し
て

い
く
こ
と
を
目
指
し
、
今
後
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
に
力
を
入
れ
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
す
。

平
成
27
年
度
で
、
開
設
か
ら
９
年

目
を
迎
え
る
「
コ
ノ
コ
ノ
」。
印
象
的

な
「
コ
ノ
コ
ノ
」
と
い
う
セ
ン
タ
ー

名
は
、ス
ワ
ヒ
リ
語
で
“
カ
タ
ツ
ム
リ
”

を
意
味
す
る
言
葉
に
由
来
し
て
名
付

け
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ

ハート＆ワークス

Heart
Works

&障害者の
就労支援を考える

平成25年４月、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、障害者雇用促

進法)が改正され、障害者の法定雇用率が引き上げられるなど、近年障害者

の就業に関する支援の質の向上と、雇用促進対策が進められています。

障害者就業・生活支援センターは、障害を持った方々の身近な地域におい

て、就業面と日常生活面において総合的な支援を行う相談窓口で、障害者雇

用促進法に基づいて設置されています。労働に関する施策から設置されてい

る機関の一つですが、厚生労働省の認可を経て、主に社会福祉法人やＮＰＯ

法人がその運営を行っており、福祉的な要素が強いといえます。

今号では、社会福祉法人 白石陽光園 県南障害者就業・生活支援センター「コノコノ」の取り組みから、

障害を持つ方の就労支援について考えます。

～県南障害者就業・生活支援センター「コノコノ」の取り組み～

▲県南障害者就業・生活支援センター
　「コノコノ」のキャラクター
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